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カスハラ対策に活用した

い厚労省のマニュアル・

ポスター 

 

◆厚生労働省のカスタマー

ハラスメント防止対策 

顧客等からの不当・悪質な

クレームといった著しい迷

惑行為（カスタマーハラスメ

ント）は、従業員に過度に精

神ストレスを感じさせると

ともに、通常の業務にも支障

が出るおそれがあります。厚

生労働省の調査によると、企

業に対する調査では、過去３

年間に顧客等からの著しい

迷惑行為の相談があった企

業の割合は 19.5％、労働者に

対する調査では、過去３年間

に勤務先で顧客等から著し

い迷惑行為を一度以上経験

し た と 回 答 し た 割 合 は

15.0％に上り、カスハラに悩

む企業、労働者は少なくあり

ません。 

 

◆カスタマーハラスメント

対策企業マニュアル 

企業にカスタマーハラス

メント対策の必要性を理解

してもらい、自主的な取組み

を行ってもらうことを目的

に、厚生労働省は「カスタマ

ーハラスメント対策企業マ

ニュアル」を作成、公表して

います。カスタマーハラスメ

ントに関する企業責任や、具

体的に取り組むべき対策、運

用等について詳しく解説が

なされており、参考になりま

す。 

 

◆カスタマーハラスメント

対策ポスター 

厚生労働省では、「暴力、

暴言、土下座の強要……その

クレーム、やりすぎていませ

んか？ ＳＴＯＰ！ カス

タマーハラスメント―みな

さまに気持ちよく過ごして

いただくために―」とのキャ

ッチコピーが目を引くポス

ターを作成しています。より

多様な業種で活用できるよ

う、何種類かのデザインが用

意されています。厚生労働省

ホームページからダウンロ

ードでき、活用にあたって事

前申請等も不要ですので、積

極的に利用してみはいかが

でしょうか。 

 

【厚生労働省「顧客等からの

著しい迷惑行為（いわゆるカ

スタマーハラスメント）につ

いて」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf

/seisakunitsuite/bunya/koy

ou_roudou/koyoukintou/seis

aku06/index.html 

 

 

法定の歯科健康診断 事

業場の人数にかかわらず

実施報告が義務に 

 

厚生労働省は、「労働安全

衛生規則の一部を改正する

省令案要綱」について労働政

策審議会に諮問し、妥当であ

るとの答申を受け、省令の改

正作業を進めています。 

 

◆改正の趣旨 

労働安全衛生法において、

事業者は、歯またはその支持

組織に有害な業務に従事す

る労働者に対し、歯科医師に

よる健康診断（歯科健康診

断）を行わなければならない

としており、その具体的内容

について労働安全衛生規則



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（安衛則）で定めています。 

また、安衛則の規定によ

り、常時 50 人以上の労働者

を使用する事業者は、歯科健

康診断（定期のものに限る。）

を行ったときは、遅滞なく、

定期健康診断結果報告書を

所轄労働基準監督署長に提

出しなければならないこと

となっています。 

このたび、歯科健康診断の

実施状況について、令和元年

度に一部地域で実施した自

主点検の結果により、常時使

用する労働者が 50 人未満の

事業場においては、歯科健康

診断の実施率が非常に低い

ことが判明しました。 

そこで、歯科健康診断の報

告義務について、実施状況を

正確に把握し、その実施率の

向上を図るため、事業場の人

数にかかわらず、実施報告の

義務付けを行うこととされ

ました。 

 

◆改正の内容 

歯科健康診断を実施する

義務のある事業者について、

使用する労働者の人数にか

かわらず、安衛則第 48 条の

歯科健康診断（定期のものに

限る。）を行ったときは、遅

滞なく、歯科健康診断結果報

告書を所轄労働基準監督署

長に提出することとされま

す。 

※現行では、使用する労働者

の人数が常時 50 人以上で

ある場合に報告が必要で

す。 

 

◆施行時期 

令和４年10月１日（予定） 

【厚生労働省「「労働安全衛

生規則の一部を改正する省

令案要綱」の答申」】 

https://www.mhlw.go.jp/st

f/newpage_24734.html 

 

 

5 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

16 日 

○ 特別農業所得者の承認

申請［税務署］ 

 

31 日 

○ 軽自動車税（種別割）納

付［市区町村］ 

○ 自動車税（種別割）の納

付［都道府県］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

～当事務所より一言～ 

 

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 確定申告税額の延納届出

額の納付［税務署］ 

 


